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北原 圭子

0 本国の会議に付した案件
(1)報告事項

①南相馬市パー トナーシップ。ファミリーシップ宣誓制度の導入に係るパブリックコ

メント手続の実施について                     【市民課】

④ 会議録署名委員
委員 村上 勇一 委員 志賀 ゆか り

1 開会                           年後 13時 27分開始

■原町区地域振興課長

委員の皆様には、お忙 しいところご出席いただきまして誠にありがとうございます。

皆様お集ま りいただきましたので、ただいまより令和 5年度第 10回原町区地域協議

会を開会いた します。

まず初めに、本 日の会議の成立要件について事務局か ら報告いた します。会議の成
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立要件は半数以上の出席ですが、事前に前田委員・波田野委員・貝塚委員 。後藤委員

からは欠席報告をいただいてお ります。委員 15名 の うち、現在の出席委員は 11名
で半数を超えているため、本会議は成立 していることをご報告いたします。

2 会長あいさつ

■原町区地域振興課長

はじめに、原町区地域協議会平問勝成会長からご挨拶を頂戴いた します。

◇会長

(会長あいさつ)

3 議事

■原町区地域振興課長

これから議事に入りますが、これ以降は、会長が座長になり会議の進行をお願いい

たします。

(1)会議録署名人の指名

◇議長

それでは、次第により議事を進めてまいります。

はじめに、会議録署名人の指名ですが、会議録署名人については、名簿順により、

村上勇一委員と志賀ゆかり委員の2人にお願いします。

(2)書記の指名

◇議長

次に、書記の指名ですが、書記は原町区地域振興課北原主事を指名します。

(3)報告事項

◇議長

では次第の報告事項の① 「南相馬市パー トナーシンプ °フアミリーシップ宣誓制度

の導入に係るパブリックコメント手続の実施について」担当課から説明をお願いしま

す。

■市民課

(説 明)

◇議長

ただ今の説明について、ご意見、ご質問はございますか。

◎半谷委員

手続きの流れで、 「自署できない方は、別途対応」 とありますが、それはどうい う

場合ですか。字が書けないなどで しょうか。また、婚姻届けは証人が 2名 必要ですが、

これは必要なのかどうか、お伺いいたします。

■市民課

まず一点 目の自署できない方については、外国人の方や、自分のお名前を書 くこと
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が難しい方等です。窓口対応をしていてもそういう方がおります。その際には、職員
が代筆で対応させていただく予定です。また、婚姻届や離婚届は証人欄が必要となり

ますが、パー トナーシップについては、職員の面前で記入していただくことになりま

すので、特に証人を設けるものではございません。

◎村上委員

このパー トナーシップ制度は、今までなら、誰にもわからずに二人の関係 を保つて

生活できていたのに、この宣誓をすることにより、逆に生活 しづ らさがでてくる方々

もいると思います。私個人だつたら、余計なことをしないで
iぐ

れ とい うような感 じが

すると思いますが、そのところはどうなので しょうか。

■市民課

こちらは、制度ができたからといって必ず しも宣誓 しなくてはならないとい うもの

ではあ りませんd宣誓するかしないかは、ご本人たちの同意のもとで行つていただく

ものですので、強制するものではございません。

◎村上委員

このパー トナーシンプ制度をつ くることによって、何かメリッ トはあるのでしょう

か 。

■市民課

メリン トについてですが、実際、パー トナー関係にあるお二人が、通常の婚姻を認

められていない、同性婚を認められていない状況があります。それでも自分たちはパ

ー トナーだとい うことを認めてほしい とい う声を、いろいろなところから見聞きする

ことがありますので、お二人の関係を認 めてあげるとい うことで、この制度を導入す

る考えです。また、今後導入することによって、市の行政サービスを行 うことができ

るように対応 していきたいと思つています。また、既に大きな企業では、パー トナー

シンプにある関係 を婚姻 と同等に認めてサー ビスを行つているところがございます。

携帯各社であれば 「家族割」が適用できるとか、銀行です とペアローンが組めるとか、

そ ういつたことも企業は実施 してお りますので、そこまで広がればいいとい う考えで

ございます。

◎村上委員

そうだとしたら、行政サービスを受けられるような、何か文言を入れた方がいいと

思つたのですが、いかがでしょうか。

■市民課

あくまでも制度についてのパブ リックコメン ト手続 とい うことで、行政サー ビスに

ついては、実際に制度を始めるときに、ホームページや広報等で周知を図つていきた

いと考えてお ります。

◎村上委員

ただ、あま り宣誓 したくない人については、これは義務ではないとい うことをお知

らせ した方がいいと思います。
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◎本間副会長

この南相馬市パー トナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の前に、人権の尊重や

法令的な事などいろいろ検討 されたと思いますが、見込まれる数は把握 されているの

ですか。もう一つ、資料 1の 2、 「南相馬市パー トナーシップ 。ファミリーシップ宣

誓制度 (素案)についてパブ リックコメン ト手続を実施する件」の 「2パー トナーシ

ップ 。ファミリーシンプ宣誓制度 とは」の最後に 「法律上の効力 (相続、税金の控除

等)が生 じることはない。」とのことですが、兄弟でも法律上の相続 とい うのはいろ

いろ問題がでてくることが多いので、効力がないことによつて他の問題がでてくる可

能性は大いにあると思います。 さらにもう一つ、施行 日が令和6年 5月 13日 とい う

のは、どうしてこの 日なのかお伺いしたいです。

■市民課

まず、見込み数ですが、令和 4年 1月 24日 から2月 16日 に人権に関する市民意

識実態調査を実施しております。,こ の申で、性別にっぃてみなたは|゛ :男性、′女1性もし

くはその他ですかと調査を行ってお り、その他は 0。 5%の回答がございました。こ

の調査を行つた段階で、男性でもなく女性でもなく、LGBTQと 思われる方がこのアン

ケー トの中に 0。 5%い らっしゃつたと私たちは捉えています。この中には義務では

ないにしろ、パー トナーシップに宣誓を行いたいと思つている方が、少なからずいる

だろうとい うことで進めてきました。また、こうい う制度を待つていましたとい うお

声もいただいてお り、全 くゼロではないと思つてお ります。

続いて法律上の効力ですが、このパー トナーシップ制度は、こちらの資料にも書い

てあるように、相続 とか税金 といつた法的な効力については、法を超えて求めるもの

ではないことを周知 してまい りたいと思います。

続きまして、令和 6年 5月 13日 に施行する理由ですが、パブ リックコメン トが終

わつた後にパー トナーシップ宣誓制度について実施をしていくことにあた り、準備期

間を設けさせていただきたいと思い、 日にちを設定いたしました。実際に、 1月 に導

入 している伊達市の状況を確認 したところ、事前の準備でかな り時間を要 したとい う

ことをお話 しいただいてお りますので、私たちもそのように想定 し5月 中旬に設定 さ

せていただいてお ります。

◎本間副会長

この0.5%は わかるのですが、実態調査にもつと分か り易いものがな力1ったので

しょうか。また、先ほども言つたように相続 とい うものは、いろいろと問題が生 じる

ことが多いのですが、財産がある方は敢えて 「この人にあげたい」 といったことも出

てくると思います。 日本の場合は、民法上相続人でない人にする場合は、異議申し立

てがあれば三分の一、半分までしか相続できないと思いますが、遺族がいる場合、必

ず問題が出てくると思います。遺産の問題等については、社会のコミュニケーション

が失われていくような、世の中が荒れていくようなことがないように、十分考えた制

度であればいいと思います。それから5月 13日 ですが、私はこうい う制度を作ると

きには、 5月 10日 とか 6月 10日 とか日寺の記念 日とか、分か り易い教宇の方がいい

と思います。新たな社会の変化に伴 う制度ですから、そのようなことも考えています。

■市民課

ただいまの相続の部分については、パー トナーシップを結んだからといっても、夫

と妻 とい うような関係ではなく、相続権がそこに及ぶわけではありません。民法上の
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相続に無い部分、三分の一の贈与の部分については、遺産を分割するかどうかという

ところにパー トナーシップの関係は及びませんので、そこを切 り離 して考えていただ

きたいと思います。戸籍上の関係は出てきません。あくまでもパー トナーであるとい

う宣誓をしたことを認める制度ですので、夫婦 と同様の相続関係がそこに発するもの

ではない、とい うことを表現 したかつたところです。合わせて、 日付につきましては、

4月 にこの制度を周知 したとして、 4月 5月 中は事務上の整理をなるべ く早 くや りた

いものの、予約なども必要なので、 5月 の連休明けの次の週の初めとい うことで、 5

月 13日 月曜 日とい う日にちを設定させていただいたところです。ただ、今、委員か

らお話がありまし
｀
たように、切りの良い日付というところも検討が必要だうたかと思

います。

◎本間副会長

わか りづ らい話ですが、カ ップル とい うのは人権を通 してお互いの多様性を認め合
―
うとい う、平和が続 く社会の中で感情豊かな生活を送っていくとい うことでしょうが、

その感情が問題です。一緒に生活をおくれば、多額の現金を持つ と「お前に全部あげ

る」とか、あるいは財産をどうするかなど、今後出てきます。そ うした場合に、公的

に認められたカ ップルでも、混乱すると思います。家庭に混乱があるとすれば財産の

ことだと思います。人生の最後にいろいろな問題が生 じるのはお金、財産です。カッ

プルを認めるのですか ら、そこまで見越 してつ くってほしいです。民主主義が尊重さ

れ憲法でいろいろな権限があるので、どうこう言 う事ではありませんが、この制度が

あることで、社会を悪 くするようなところも出てくるのではないかとい う懸念があり

ます。全部がいいと私は思つてお りません。意見です。

■市民課

この制度を導入するにあたって、この制度が相続等に影響を及ばすのではないかと

い う、懸念の話 も出ているのは目や耳にしています。ただ、私どもとしては、パー ト

ナーシップにある方の、生きづ らさを解消 したいとい うことから、今回の宣誓をする

ものですので、そ ういつた相続などについても、ここに明記 させていただいているよ

うに、そのような危険性 もはらむとい うことは十分承知 した うえで、今回の制度を実

施 したいと考えました。

◎田中委員             :
各委員の懸念は、もつともと思ってお ります。 しかし、このパー トナージップまで

踏み込んで、包括的に法で認めているもの以外の関係性も、南相馬市の新 しい姿とし

て打ち出していくことは、非常に喜ばしいことかなと思つてお ります。別件で私が所

属 している男女共同参画推進委員会でも議論がありました。LGBTQについても今後、

南相馬市でも積極的に取 り組んで行 く施策、方針があ りますが、 「つなぐ・よりそ う」

などのキーワー ドを基にすると、カップル等に姑 しても踏み込んでいくべきだよねと

い う議論が交わされていたのです。このようなパー トナーシップ 。ファミリーシップ

の宣誓制度を導入 されている自治体が全国で 300以 上あるようです。ファミリーシ

ップまでいくのは、南相馬市は 70何自治体 目で、かなり早い方だ と思います。先進

的な取 り組みに理解を示 しているとい うことは、とてもいい方向だと思ってお ります。

ただ一方、先ほど本間副会長か らもお話ありま したが、実際の法律上の婚姻関係 と同

じようにできるのかとい うと、できないわけです。そこを敢えてここに明記 している

のですが、 しつか り伝わらないと、この制度を条例 として運用 してい くときに誤解が
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生 じてしまいます。パー トナーシップを宣誓 して、これができてあれができないとい

う分別がつかないと、本間副会長のご指摘のように、夫婦 と同じような関係 なのかと

誤解 して、相続の時はどうするのだ、税金の支払いをどうするのだとなって しまいま

す。生活は同一にしているのに法的な婚姻関係 とは別で、結局は、個人個人 と:い う扱

いになるのだとい うことを、我々も整理 して受けとめないと混乱 してしま うおそれが

ある、とい うお話だと思います。また、性に関する考え方は、各 自皆さん違 うと思い

ます。理解は示 されるけれ ど、自分は当然ゲイではない、レズビアンではない とい う

こともありますよね。 自分 自身がそ ういつた要素があるから理解 します とい う方も、

人それぞれなのでなかなか言えないですb LGBTQの制度を法律で決めるのは総務省、

厚労省で したか。最終的には法務省なのかも知れないですが、国が法律で婚姻関係だ

と認めない限 りは、先ほど担当者からお話があつたように、当事者が宣誓 したいかし

たくないか、それを市 として自治体として受け入れるかどうかだけなのです。悪い言

い方に聞こえてしまいますが、言葉を選ばずに言 うと、ポーズになってしま うかも知

れません。私は、そ rぅ ャヽつた理解を示iしている町です「よと条例で定め―るのは良いこと

だと思います。法律で婚姻関係 と認められるかどうかは、国会で決めなくてはいけな

いことなので、もし、国会で男女間の夫婦 と同じ関係 と認めるとい う場合には、この

条例も附則が付け加わつていつて、自治体のいろいろな封応 も法と一緒に変わってい

くのだと思います。それまでは、受け入れる体制、枠組みをこの町も踏み込んで作っ

ていく段階までしか行かないのかなと思つてお ります。 しか し私は、とても良い第一

歩、前進だと思つてお ります。この性に関する認めるか認めないかとい う話は、多分、

夫婦別姓を認めたらどうするのか、女性天皇を認めるべきか認めないかとい う議論 と

一緒で、肯定派も反対派もたくさん世の中にいらっしゃると思いますので、全部に網

を掛けるとい うのは難 しいと思います。必ず しも宣誓 しないといけないものではない

ので、宣誓 して周知 してまで、我々男性同士女性同士でパー トナー として認 めてほし

いとい う方のための一つの通路、選択肢を用意 しておくとい うことなのだと思います。

これは今後、パブ リックコメン トにかける予定だと思いますので、そこで市民の皆 さ

んからいろんなご意見をいただきながら、まずは骨子だけでもしつか り固めて運用 し

ていつて、不足の部分は時代に合わせて肉付けしていくとい うような性質のものなの

だろうと思ってお ります。私個人的には、この制度はす ぐにでも施行 していただいて、

形を作っていただきたいと思ってお ります。

◎平間会長

担当課の補足をしていただいたようで、よくお分か りの方で心強いですね。 この問

題で何か裁判になっています。田中委員が話 したように、国の法律がそこまで踏み込

んでいないとい うことですので、宣誓 とい う程度で、南相馬市がここまで踏み込んだ

と、伊達市に次いで県内二番 目になるとい う、理解のある市 とい うように理解すれば、

好意的になるかと思います。まず、法律化 されて裁判で認められていくとい う大きな

流れにならない限 りは、これ以上のことにはならないのかなと、今、田中委員の話を

聞いて思いました。

◎志賀委員

私も以前お話 したように、男女共同参画の委員に 20年前から加わっていて、世の

中も変わってきているなという感覚があるのですが、あの頃は男性が参画するかしな

いかが問題であつて、今は既にそれを完全に超えています。多分、性的マイノリティ

ーというLGBTQの 場合は、年配の方からすると馴染みのないことではないかと思いま
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すので、これからパブ リックコメン トの手続を実施するにしても、よくわからないと

か、これがあるからどうなるのか、とい う考えを持たれると思います。 もちろん私も

制度に関しては、賛成ではありますが、他の県や伊達市が始めたばか りで、田舎の方

では話に出てくることもまだないと思 うので、早急にどんどん進めるのではなく、パ

ブ リックコメン トを実施すにしてもインフォメーションをもうちょつと詳 しく、誤解

の無いような方向で出していただければありがたいです。

■市民課
1  ご意見ありがとうございます。私たちは字面でしが、皆様に表現できないところが

ありますので、今、お話がありましたように誤解の無いように、今後の周知に努めて

まいります。

◎半谷委員
こび)こ とを打ち出すことによって、南相馬市は伊達市に次いで二番目に設けるわけ

です。南相馬市は、海外の人たちに対しても、マイノリティーにすごく理解のある市

だということで、移住者を増やすということも考えていると思いました。利点といい

ますか、理解がある市だということを打ち出す意味合いもあるのかな、と私は思つた

のですがいかがでしょうか。

■市民課

今のおただ しについて、 「ともによりそい 。はぐくむ南相馬市人権条例」の前段の

時に、今、委員のお話にあつたように、そ ういつたことに理解があ り人権についても

取 り組んでいる市だか ら、おいでいただきたいとい う思いも込められています。その

後継なので、そ ういつた意味も含まれています。今、南相馬市に480人 弱の外国人

がいらっしゃいます。南相馬市は G7の 中でまだ同性婚を認めていない 日本にありま

すので、そこを超えるわけにはいきませんが、理解があるとい うことで、そ ういつた

方々にもこのような制度について周知差 し上げるとい う、PRの一つになるかと考え

ているところです。

◎小野委員

テ レビで見ていると、サッカー選手などいろいろなスポーツ選手の中で、そ うい う

方々がいるとは思います。この制度については、私もいいことだなと思っています。

先ほど半谷委員 もおつしゃつたように、 「私 も移住 してここで生活 してみたいな」と

思つてくれる人のことも考えて制度を導入 されると思つています。個人的には、普通

に同性同士で生活できるとい う感覚で制度がつ くられるのであれば、すごく良いこと

だと思います。それが婚姻関係ではないのに、それを超えた感情になって しま うとい

うことは、私はあま り考えていません。フラッ トな感 じでこのような制度があって、

いいと思います。私 自身は異性が好きですが、同性の方で、男性が好きな男性、女性

が好きな女性 とい う人も嫌ではないので、今の世の中、どこにいたとしてもそ うい う

方々がいらっしゃるので、それはそれでいいのではないかと思います。運動選手にも

いるかは、わか りませんが、この制度は良いと思いました。

◎平聞会長

申請できるのは 18歳以上 となっているのですが、学校関係で、例えば、高校生に

南相馬市ではこうい うのを宣言 しているとい うことを、出前授業などで、こうい う制

7



度ができて、今まで住みにくかつた女は女、男は男とい うこと以外が認められる市だ

とい うことを知つてもらうのもいいと思います。高校生のレベルなら理解できると思

います。もしかしたら、小学校中学校でも理解できる人がいるかも知れません。せっ

かく制度を作つても、一部の人 しかわからないような制度ではもつたいないので、市

民全体に広報を図るとい う意味で、これから将来のある高校生あた りまで制度を説明

する機会があつてもいいのかなと思いました。 どうで しようか。

■市民課

来年度ですが、小学校中学校の出前講座に人権に関する出前講座 と性的マイノリテ

ィーに関する出前講座 を、学校長会に 「出前講座があります。ご利用 ください。」 と

い うお話はさせていただいてお ります。今のご意見を踏まえて、高校生まで拡大する

かどうかについては、再度検討 させていただきたいと思います。

◎田中委員                              Ⅲ ‐  '
先ほどお話 したように、男女共同参画の推進の方でも、年を重ねた方では、これか

らの時代に合わせた考え方、今の時代に合わせた考えた方にずれが多 くてついて行け

ない方が多いです。逆に、今の小学生中学生あた りだと LGBTQに理解が進んでいます。

学校の教科書や昔でい う道徳の時間などで教育を受けていて、今の若い世代の方たち

からすると「何で今の 日本は、まだ同性で結婚ができないのだろう。」 とか 「ゲイや

レズビアンに対 してバ ッシングする人が多いのだろう。」と、おか しいと思つている

くらいの問題意識を持つています。その若い人たちに、お話があつたように、県内で

も先駆けて南相馬市では性的少数者 と呼ばれる方々にも寛容な、全員が人権を尊重で

きる町ですよと謳 うための制度だと思います。是非、若い人たちにもこうい う南相馬

市になつてきたことは、何 らかの形で、早い段階から周知 してあげてほしいなと思い

ます。なぜならば、先ほどゲイ、レズビアン、バイセクシュアルの人たちがどれ くら

いいるかお話がありま したが、電通の調べでも、実際は、数字はあてにならなくて、

我々が生活 している中には潜在的な LGBTQの 方が山ほどいらっしゃると思 うからです。

場合によつては、自分 自身がそ うい うことなのに気づいていない方もいらっしゃる。

決 して、何かの数字だけにとらわれずに、自分の身近にも「もしかしたら自分だって

そ うかも知れない」とい うくらいの気持ちで、当た り前のようにこうい う制度に取 り

組んでいただきたいなと思います。

◎鈴木委員

市役所に来ると「里親の輪」とい うパンフレッ トを見ます。結局(今言つたような

同性婚については夫婦関係ではありませんし、子 どもが生まれるはずがないですね。

全国に4万 2千人もの孤児がいるそ うです。同性婚の人たちは、将来この孤児の人た

ちにも面倒を見てもらう立場になります。年金の問題、介護の問題があ りますので自

分たちの生活 さえよければよいとい うことではなくて、社会全体で、この社会を良く

するといつたことも理解 していただいたパー トナーシップが必要だと思います。 「少

子高齢化、少子高齢化」 と口を開ければ皆が言 うのですが、現在、子 どもを産む人が

いない、産んだ子 どもの面倒を見る人がいない、言葉は悪いですが子 どもを作 らない

人が大手を振つています。 「我々はこうい う制度に守 られているのだ」 とい うことで

は、世の中が成 り立たないと思います。ですか ら、その辺 りの整合性を整えながら、

行政でいろいろな施策を講 じていただければあ りがたいと思います。
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■市民課

鈴木委員か らのお話でございますが、里親制度は、また別な制度でもございますの

で、ご意見 としていただきます。パー トナーシップにある方が子 どもを持ちたいと思

う中で、もしかすると里親制度を使われる方がいらっしゃるかと思いますので、それ
ぞれのパートナーにあったパートナー関係、または家族の持ち方とおうのを作ってい
ただきたいと思います。      .

◇議長
′
その他、ご意見ご質問がなければ(以上で報告事項① 「南相馬市パ▼ トナーシッ

プ 。ファミリーシップ宣誓制度導入に係るパブリックコメント手続の実施について」
を終わります。

次に「第4 その他」に移ります。

4 その他

◇議長

次に次第 4のその他の (1)「南相馬市鹿島B&G海洋センター条例等関係例規の整

備について (答 申)」 について、事務局からお願いします。

■事務局

1月 25日 、第 9回の地域協議会でありま した 「南相馬市鹿島 B&G海洋センター

条例等関係例規の整備について」、鹿島区地域協議会からの答申は妥当となりまし

た。

◇議長

次にその他 (2)次回の開催日程について事務局からお願いします。

■事務局

次回の地域協議会については、 2月 26日 (月 )午後 13時 30分か ら東庁舎 2

階第 1会議室で開催予定、開催 日が近づいた ら改めて事務局から開催木安内を書面で

お送 りします。

◇議長

その他なければ、以上で本国の地域協議会の日程は全て終了いたします。

5 閉会                          年後 14時 20分終了

■原町区地域振興課長

以上をもちまして、第 10回原町区地域協議会を開会 といたします。あ りがとうご

ざいました。
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以上のとおり相違ありません。

会長

子 駅 群 瓜
会議録署名人

了
い つ

｀

♭

ホ〈 二 吻

質ゞ
tl

会議録署名人
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